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平成２６年２月２８日 

次のとおり、企画競争について公示します。 

 
 

支出負担行為担当官  
東京労働局総務部長 高橋 秀誠 

 
１ 企画競争に付する事項 
  精神疾患罹患職員に係る復職等支援事業の委託 
 
２ 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 
（1） 予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しないこと。 
（2） 過去１年間において、東京労働局と締結した契約に違反した者、又は落札者となりながら

正当な理由なくして契約を拒んだ者等、東京労働局の業務に関し不正又は不誠実な行為を

し、契約の相手方として不適当な者であると認められる者でないこと。  
（3） 次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 

① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。 
② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。 
③ 東京労働局の入札において、落札後正当な理由なく契約を締結しなかった者。 

（4） 平成２５・２６・２７年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）で以下に格付けさ

れている者であること。競争参加地域：関東・甲信越競争参加種別：「役務の提供等」に

おいて、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」等級に格付けされている者。 
（5） 労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納がないこと。（直近２年間の労働保険料          

の未納がないこと。） 
（6） 過去３年以内に精神疾患罹患者に係る復職支援の実績があり、かつその復職率が７０％以上

であること。（復職率：復職者数／復職プログラム参加者数で算定） 
（7） 主たる担当者の所属する部署に、以下の資格を有している者が在籍し、かつ過去３年以内に

精神疾患罹患者に係る復職支援の実績があること。 
・臨床心理士 

（8） 主たる担当者の所属する部署若しくは企業内に、以下の資格を有している者が在籍している

こと。 
① 精神科医 
② 臨床心理士 
③ 精神保健福祉士 

 
３ 契約候補者の選定 



  「精神疾患罹患職員に係る復職等支援事業の委託に関する企画書募集要領」（以下「募集要領」と

いう）に基づき提出された企画書について評価を行い、契約候補者一者を選定する。 
 
４ 企画競争に係る募集要領及び仕様書の配布 
  企画競争参加希望者に対して、下記の期間で募集要領及び企画書作成のための仕様書を配布する。 
（1） 日 時 平成２６年２月２８日（金）から平成２６年３月１３日（木）まで 
（2） 場 所 東京労働局総務部会計課用度係 

千代田区九段南１－２－１九段台合同庁舎１４階 担当：豊田 
ＴＥＬ：０３-３５１２-１６０７  ＦＡＸ：０３-３５１２-１５５２ 

 
５ 募集要領に対する質問の受付及び回答 
  上記４にて配布する募集要領に対する質問は、下記によりＦＡＸ（Ａ４、様式自由）にて受け付け

る。 
（1） 受 付 先 東京労働局総務部総務課人事第一係 

千代田区九段南１－２－１九段台合同庁舎１４階 担当：磯 
ＴＥＬ：０３-３５１２-１６００  ＦＡＸ：０３-３５１２-１５５１ 

（2） 受付期間 平成２６年２月２８日（金）から平成２６年３月１４日（金）１２時まで 
（3） 回  答 平成２６年３月１７日（月）までに企画競争参加者に対してＦＡＸにて行う。 

 
６ 企画書の提出期限等 
（1） 提出日時 平成２６年３月１９日（水）１６時まで 
（2） 提 出 先 上記５（1）受付先と同じ 
（3） 提出方法 直接提出（持参）とする。 

 
７ 企画提案会の開催 
  有効な企画書を提出した者から、企画内容等の説明を求めるために実施する。 
（1） 日 時 平成２６年３月２５日（火）９時３０分～１２時（予定） 
（2） 場 所 別途通知する。 

 
８ 契約候補者の選定結果通知 
（1） 通知日時 平成２６年３月２５日（火）１６時～（予定） 
（2） 通知方法 選定・非選定に関わらず、企画競争参加者あてＦＡＸにて通知する。 

 
９ 企画書の無効 
  本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書

は無効とする。 
 
10 その他 
  詳細は、募集要領による。 
 


